
四日市市空き家流通促進補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、空き家の流通を促進するため、予算の範囲内において四日市市空

き家・空き地バンクに登録する空き家のリフォーム工事、家財処分及び建物状況調査

（インスペクション）にかかる費用を助成することに関し、四日市市補助金等交付規

則（昭和５７年四日市市規則第１１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 空き家 市内に存する一戸建ての専用住宅又は併用住宅であり、１年以上居住

されていないもの（建築後使用されたことのない専用住宅等は除く。）をいう。た

だし、同一敷地内に複数の住宅が存在する場合はそれらを１つの空き家とみなす。 

(2) 所有者 空き家に係る所有権を有している者をいう。ただし、法人を除く。 

(3) 空き家・空き地バンク 四日市市空き家・空き地バンク制度実施要綱（平成２

８年四日市市告示１０３号）第２条第５号に規定する空き家・空き地バンクをいう。 

(4) リフォーム工事 空き家の機能若しくは性能を維持し、又は向上させるために

行う改修に係る工事をいう。ただし、住宅以外の用途に供する工事、外構工事、容

易に取り外しができるものを設置する工事、建設業者で調達しない設備機器等を設

置する工事、市等の他の補助制度を利用する工事を除くものであり、これらを除い

た工事費用が５０万円以上であること。 

(5) 家財処分 空き家の既存荷物の搬出、処分をいう。ただし、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第１項及び第６項の規定に

よる許可を受けた法人又は個人事業主に委託するものに限る。 

(6) 建物状況調査（インスペクション）目視等を中心とした非破壊検査による建物

の現況調査を行い、構造の安全性や日常生活上の支障があると考えられる劣化事象

の有無を把握するものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものと

する。 

(1) 空き家・空き地バンクに空き家を登録した所有者又は登録を予定している所有

者であること。 

(2) 市税を滞納していないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２

条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

（補助対象の空き家） 

第４条 補助金の交付の対象となる空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとす



る。 

(1) 四日市市空き家・空き地バンク制度実施要綱第４条第１項の規定により空き家・

空き地バンクに登録されているもの又は登録を予定しているものであること。 

(2) 補助金の交付後、空き家・空き地バンクに１年以上掲載するものであること。

ただし、成約した場合はその限りではない。 

(3) 四日市市空き家・空き地バンク登録奨励金交付要綱（令和３年四日市市告示第

１７８号）による奨励金の交付を受けていないこと。 

（補助対象の事業及び補助金の額等） 

第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）及び補助金の額は、

次の表のとおりとする。ただし、１，０００円未満の端数があるときはこれを切り捨

てた額とする。 

補助事業 補助金の額 

リフォーム工事 
リフォーム工事に要する費用の３分の１に相当する額（た

だし、５０万円を上限とする。） 

家財処分 家財処分に要する費用（ただし、１０万円を上限とする。） 

建物状況調査 

（インスペクション） 
建物状況調査に要する費用（ただし、８万円を上限とする。） 

２ 補助金の交付は、同一空き家に対し、各補助事業につき１回限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする申請者（以下「申請者」という。）は、四日市

市空き家流通促進補助金交付申請書(第 1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、補助

事業の契約前に市長に提出しなければならない。 

(1) 空き家の所有者を確認できる書類 

(2) 補助事業に係る見積書及び明細書の写し 

(3) 空き家が１年以上居住されていないことを確認できる書類 

(4) 市税の滞納がないことの証明書（発行日から３月以内のもの） 

(5) 四日市市空き家・空き地バンク登録完了通知書の写し（四日市市空き家・空き

地バンクに登録済みの空き家に限る） 

(6) 誓約書 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合は、その内容を審査し、補

助することが適当と認めたときは、交付を決定し、四日市市空き家流通促進補助金交

付決定通知書(第２号様式)により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するた

めに必要があると認めたときは、条件を付することができる。 

（補助金交付変更の申請等） 



第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、補助事業の

内容、その他事項の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするとき、又は補助事業

を中止しようとするときは、あらかじめ四日市市空き家流通促進補助金交付変更・中

止申請書(第３号様式)にその内容が確認できる必要書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認め

られる場合であって、補助対象費用の２０パーセント以内の変更をいう。 

３ 市長は、第１項の補助金交付変更・中止申請書を受理したときは、申請内容を審査

し、適当と認めたときは、第７条による決定を変更又は中止し、四日市市空き家流通

促進補助金交付変更・中止決定通知書（第４号様式）により補助事業者に通知する。 

（認定及び決定の取消等） 

第９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が

既に交付されているときは、市長は、期限を定め、補助事業者にその全部又は一部の

返還を命じるものとする。 

(1) 第３条及び第４条に規定する補助金の交付要件を喪失したとき。 

(2) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付

した条件若しくは市長の指示に違反したとき。 

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

(5) 補助事業に関する申請、報告等について不正な行為があったとき。 

(6) その他補助金の使用が不適切であると市長が認めたとき。 

（実績報告書） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了し、空き家・空き地バンクに空き家の登録行

ったとき（補助金の交付申請時点で未登録のものに限る。）は、補助事業の完了日ま

たは空き家・空き地バンクの登録日から起算して３０日以内又は当該年度の３月２０

日のいずれか早い日までに、四日市市空き家流通促進補助金実績報告書(第５号様式)

に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業の契約書等の写し 

(2) 補助事業に要した費用にかかる請求明細書及び支払額を証する領収書の写し 

(3) 四日市市空き家・空き地バンク登録完了通知書の写し（交付申請時点で空き家・

空き地バンクに未登録のものに限る） 

(4) リフォーム工事を行う場合は、補助事業前、補助事業中、補助事業後の写真。

また、建築確認申請を要する工事を行う場合は、検査済証の写し 

 (5) 家財処分を行う場合は、補助事業前、補助事業後の写真 

(6) 建物状況調査を行う場合は、調査報告書の写し 

(7) その他市長が必要と認める書類 



（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を

審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、四日市市空き家流通促進補

助金確定通知書(第６号様式)により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 補助事業者は、前条の確定通知を受けた日から起算して１０日以内に、四日

市市空き家流通促進補助金支払請求書（第７号様式）により、市長に補助金の交付を

請求するものとする。 

（関係書類の整備) 

第１３条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助

事業完了日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管しなければな

らない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、市長が実施する検査に協力しなければならない。 

３ 市長は、補助金の交付を受けた者が、前各項の規定に従わない場合は、補助金を返

還させることができる。 

（補助金の評価） 

第１４条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について

十分に検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その

他適切な措置を講じるものとする。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

（都市整備部都市計画課） 


